
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE AXIS CO.,LTD.

最終更新日：2023年3月28日
株式会社アクシス

代表取締役 社長執行役員 小倉博文

問合せ先：03-5501-1277

証券コード：4012

https://www.axis-net.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主・債権者・顧客・ビジネスパートナー・従業員等の当社に関わる全てのステークホルダーへの社会的責任を果たし、広く社会に貢献し
ていく経営を行うことが当社の使命であると考えております。

そのためには、当社が持続的な発展を果たすことが不可欠であり、これを実現するための、経営の効率化・健全性・透明性の向上、コンプライアン
ス体制の強化、社会環境の変化に迅速に対応できる組織体制の整備を積極的に進めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則　１－２　④　株主総会における権利行使】

当社の現在の株主構成では機関投資家及び外国人株主の比率は低いため、議決権電子行使プラットフォームへの参加や招集通知の英訳開示
は行っておりませんが、今後、機関投資家又は外国人株主が増加する状況になれば、議決権電子行使プラットフォームへの参加や招集通知の英
訳を検討いたします。

【補充原則　２－４　①　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

当社は、持続的な成長を確保するためには様々な価値観の存在が必要であると認識し、年齢・性別・中途採用の区別をすることなく取締役・管理
職への登用を行い、多様な人材が活躍しております。

今後も引き続き、多様な人材が活躍できる現場環境づくりを推進してまいりますが、年齢・性別・中途採用に拘らず、優秀な人材については積極的
に採用及び登用する方針のため、測定可能な目標を定めておりません。

【補充原則　３－１　②　情報開示の充実】

当社の外国人株主比率は僅少であるため、現時点では開示資料の英訳は実施しておりませんが、今後の外国人株主比率の推移を踏まえなが
ら、対応を協議してまいります。

【補充原則　４－１　③　取締役会の役割・責務（１）】

当社は、最高経営責任者の後継者計画については策定しておりませんが、重要課題として認識しております。今後は、指名・報酬委員会にて後継
者計画の策定と育成体制の構築を図ってまいります。

【原則　４－２　取締役会の役割・責務（２）】

当社の取締役の報酬は、固定報酬のみであり、業績連動報酬、株式報酬等のインセンティブ付けされた報酬体系は採用しておりませんが、今後
必要に応じて検討してまいります。

【補充原則　４－２　①　取締役会の役割・責務（２）】

当社の取締役の報酬等の額の決定方針等については、原則３－１（ⅲ）に記載のとおりであり、当社の取締役の報酬は、固定報酬のみでありま
す。業績連動報酬、株式報酬等のインセンティブ付けされた報酬体系は採用しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。

【原則　４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、全体としてその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランス良く備えた人材で構成されております。

当社の監査役には、公認会計士等の資格を保有している者はおりませんが、それぞれの知見に基づいて選任されているため、当社の取締役の
職務執行の適法性・妥当性ならびに会計監査の方法及び結果の相当性についても十分チェックできるものと考えております。

しかし、国際性の面における多様性の必要性は現時点では低いですが、今後、この課題を解消することを念頭に人材の登用に向けた検討を進め
てまいります。

【原則　５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、毎期、通期業績予想を公表し、また、中期経営計画を公表しておりますが、資本コストを把握したうえでの資本効率等に関する目標を提
示しておりません。今後は、資本コストを的確に把握したうえで、自己資本利益率（ROE）等の目標値を定めることを検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

当社グループは現在、政策保有を目的とした上場株式の保有はございません。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

当社グループは、関連当事者間の取引が発生した場合には、事前に取締役会の承認を得ることにしております。

該当する取締役を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議することとしております。また、当社のすべ
ての取締役に対して、期末時、関連当事者間取引の有無・状況について確認しており、関連当事者間の取引について監視する体制を構築してお



ります。

【原則２－４① 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

本報告書「Ⅰ．１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」に記載のとおりであります。

【原則２－６. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーには該当しておりません。

【原則３－１ 情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社グループの経営理念については、以下の通りでございます。

1.全社員の物心両面の幸せを実現する

2.公明正大に判断し、素直な心で全力で取り組む

3.全社員が同じベクトルを持つことに努める

4.事業を通して社会・人類に貢献をする

詳細については、当社HPをご参照ください。

https://www.axis-net.co.jp/company2/philosophy

経営計画については、当社HPに掲載している中期経営計画の通りです。

https://www.axis-net.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/ir_20211111midtermplan.pdf

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書「Ⅰ．１．基本的な考え方」に記載のとおりであります。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するも
のとしております。なお、決定にあたっては、指名・報酬委員会にて、審議された以下の事項を尊重しております。

・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項

・取締役の報酬の内容に関する事項

また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役候補の指名については、業務経験や見識、業績評価等を考慮のうえ総合的に判断し、指名・報酬委員会で決議された原案を取締役会にて
決議し、株主総会に付議しております。

監査役候補の指名については、監査役会で協議し同意を得たうえで、株主総会付議議案として取締役会で決定し、株主総会に付議しております。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則３－１③情報開示の充実】

当社は、「環境、社会、ガバナンス（ESG）を重視し、持続的成長を目指す」を中期経営方針に掲げ、サステナビリティについての方針や取り組みに
ついては当社ホームページに開示しております。

https://www.axis-net.co.jp/sustainability

【補充原則４－１① 取締役会の委任の範囲】

当社は、法令や定款で定める事項及び業務執行に関する重要事項を、取締役会における決定事項として取締役会規程に定めております。また、
それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関する業務分掌及び各職位の権限を明確にし、業務が効率的に運営されることを目的とし
て、業務分掌規程、職務権限規程等で委任範囲を明確に規定したうえで、経営陣に権限を委譲しております。

【原則４－９. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え、業務経験やコーポレート・ガバナンス強化及び経営全般に対する提言ができる人物を独立社外取
締役候補者として選定しております。

【補充原則４－10①指名委員会・報酬委員会の設置に関する事項】

当社では、取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目
的として、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役により構成される「指名・報酬委員会」を設
置しております。

指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、ジェンダー等の多様性やスキルを勘案し、取締役候補者の指名、後継者計画、取締役の報酬等
について審議し、取締役会に答申をしております。

　　

【原則　４－１１　①　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、経営戦略、経営環境、事業特性等に照らして必要なスキルを特定し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮した取締
役会のメンバー構成としております。取締役会は、取締役候補者を指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して決定しております。独立社外
取締役２名は他社での経験を有しております。

各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは、最終ページに記載しております。

【補充原則４－11② 取締役・監査等委員の他の上場会社の役員の兼務状況】

当社の取締役・監査役の兼任は合理的な範囲に止まっており、業務に専念できる体制になっております。

【原則　４－１１　③　取締役会の実効性についての分析・評価】

当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しており
ます。

当年度における評価は、取締役会の構成・運営方法・審議状況、取締役会のモニタリング機能、取締役・監査役に対する支援体制、株主（投資
家）との対話など、取締役会に関連する全般的な事項について、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施しま
した。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、取締役会におい
て、分析・議論・評価を行いました。



アンケートの回答からは、監査役会や経営会議などの各会議ともうまく連動して運営されている等、おおむね肯定的な評価が得られており、取締
役会全体の実効性については確保されていると認識しております。

一方で、役員トレーニングや後継者計画を深め、ガバナンス体制の更なる向上を図っていく必要がある等の意見が出されております。

今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、認識した課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取
り組みを継続的に進めてまいります。

【補充原則４－14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニング及び情報提供を適宜実施しております。

就任する際には、会社情報等の提供、会社法、コーポレート・ガバナンス等の研修を必要に応じて実施しております。就任後も必要に応じて法令
改正や経営課題などに関する外部機関が主催する研修の場を用意しております。また、取締役及び監査役が業務遂行にあたり必要な知識を自
主的に習得する機会をサポートしております。

【原則５－１. 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するために、経営企画室をIR担当とし、経営企画室長を担当取締役に指定しております。経営企画室が株
主・投資家からの対話（面談）の申込に対して窓口となり対話をしておりますが、必要に応じて代表取締役社長執行役員・取締役副社長執行役員・
取締役常務執行役員管理本部長も同席して対話に参加する組織体制となっております。対話により把握した意見等については取締役にフィード
バックを行っております。

個別面談以外に半期毎に機関投資家・アナリスト向けの説明会や年１回以上の個人投資家向け説明会を開催し、決算実績、業績見通し等につい
て報告・説明を行っております。加えて、四半期ごとにホームページ上に決算補足説明資料を開示しております。

なお、株主や投資家との対話にあたっては、ホームページ上に「ディスクロージャーポリシー」を公表し、「インサイダー取引防止規程」を遵守し、
フェア・ディスクロージャー・ルールに従い、インサイダー情報の管理を徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

小倉　博文 2,014,600 49.61

日向　宏 293,200 7.22

千都興産株式会社 196,000 4.82

株式会社ヤング住研 158,500 3.90

横田　佳和 140,000 3.44

株式会社SBI証券 64,200 1.58

齋藤　将平 56,500 1.39

石川　浩一 39,600 0.97

高柳　薫 36,100 0.88

株式会社森本本店 33,400 0.82

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

栗屋野 盛一郎 他の会社の出身者

辺見 香織 他の会社の出身者

奥原 玲子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

栗屋野 盛一郎 ○ ―――

企業経営者としての豊富な経験と当社の属す
る業界に関する専門的な見識を有しており、引
き続き当社の経営を監督して頂くとともに、当
社の経営全般に関する助言を期待し、社外取
締役として選任しております。また、当社との間
には特別な利害関係はなく、一般株主と利益
相反の恐れがないと判断し、独立役員として指
定しております。

辺見 香織 ○ ―――

中小企業診断士・企業経営者としての豊富な
経験とＣＳＲを中心とした豊富なコンサルティン
グ経験を有しており、引き続き当社の経営を監
督して頂くとともに、当社の経営全般に関する
助言を期待し、社外取締役として選任しており
ます。また、当社との間には特別な利害関係は
なく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断
し、独立役員として指定しております。

奥原 玲子 ○ ―――

法務に関する専門知識と経験を豊富に有して
いることから、会社の経営に関与した経験はあ
りませんが、法令遵守並びに法務リスクの適正
化において、取締役会における重要な役割を
期待し、選任しております。また、当社との間に
は特別な利害関係はなく、一般株主と利益相
反の恐れがないと判断し、独立役員として指定
しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役の指名及び報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取
締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。

指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役としております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況



監査役、会計監査人及び内部監査室は、監査の実効性を高めるため、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な
協議を行う等、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

竹内 正 他の会社の出身者

畑中 達之助 他の会社の出身者

井手 興一 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

竹内 正 ○ ―――

金融機関における長年の経験と当社の属する
業界での監査役としての豊富な経験を有してお
り、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選
任しております。また、当社との間には特別な
利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れ
がないと判断し、独立役員として指定しており
ます。

畑中 達之助 ○ ―――

当社の属する業界での長年の経験と豊富な監
査役経験を有しており、適切な監査を行って頂
けるものと期待し、選任しております。また、当
社との間には特別な利害関係はなく、一般株
主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役
員として指定しております。



井手 興一 ○

社外監査役井手興一と当社の間に利害
関係はありませんが、1988年11月から201
8年3月まで当社の取引先である株式会社
システムハウス.アイエヌジーの業務執行
に携わっており、2018年4月から同社の常
勤顧問、2020年4月から2022年3月末まで
同社の非常勤顧問でありました。なお、当
社は株式会社システムハウス.アイエヌ
ジーとの間に取引関係を有しております
が、他の企業との取引と同様の取引条件
であり、また、同社の売上高に比較して当
社からの発注額は僅少であるため、当社
の意思決定に際し、影響を与える恐れは
ないものと判断しております。

当社の属する業界での豊富な経験と企業経営
に関する専門的な見識を有しており、適切な監
査を行って頂けるものと期待し、選任しておりま
す。また、当社との間には特別な利害関係はな
く、一般株主と利益相反の恐れがないと判断
し、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員としての資格を満たす社外役員全てを独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社では、業績向上に対する意識や士気を喚起することを目的として、当社の社内取締役、従業員及び子会社取締役に対してストックオプション
を付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意識や士気を喚起することを目的としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの
総額にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するも
のとしております。なお、決定にあたっては、指名・報酬委員会からの答申を尊重します。

また、監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役又は社外監査役を専従して補佐する担当者はおりませんが、管理本部にて取締役会開催日時や決議事項の事前通知などを必要に
応じて行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(１)　取締役会

　当社の取締役会は代表取締役　小倉博文が議長を務め、取締役　横田佳和、取締役　日向宏、取締役　小菅直哉、取締役　石川浩一、社外取
締役　栗屋野盛一郎、社外取締役　辺見香織、社外取締役　奥原玲子の８名で構成されており、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役
の業務執行の監督等を行っております。取締役会は、原則として毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して
おります。また、監査役３名も出席し、取締役の業務執行の適正性を監査しております。

(２)　監査役会

　当社の監査役会は常勤監査役　竹内正が議長を務め、監査役　畑中達之助、監査役　井手興一の３名（３名とも社外監査役）で構成されており、
原則として毎月１回監査役会を開催しております。各監査役は、監査役会で決定された監査方針及び監査計画等に基づき、取締役の職務執行の
適正性について監査を行うとともに、監査役会にて、その報告や監査役相互の情報共有等を図っております。

(３)　経営会議

　当社の経営会議は代表取締役　小倉博文が議長を務め、取締役　横田佳和、取締役　日向宏、取締役　小菅直哉、取締役　石川浩一、常勤監
査役　竹内正、本部長、事業本部長等で構成されており、原則として毎月１回開催しております。各部門の業務執行状況の報告、取締役会決議事
項の事前審議及び重要事項に関する協議、決定を行っております。

(４)　内部監査

代表取締役直轄の内部監査室を設置し、専任者１名に加え、代表取締役が指名した兼任者４名の合計５名が内部監査を実施しており、内部監査
担当者の兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を立案し、「内部監査規程」に基づいて全部署を対象として内部監査を実施して
おります。監査結果は代表取締役及び被監査部門に報告をしており、改善後のフォローアップ等も実施しております。

(５)　会計監査人

当社は会計監査人として、ＥＹ新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

(６)　執行役員制度

　当社では、経営の効率化や意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって選任され、
取締役会の監督のもと業務を執行しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役会設置会社を選択しており、取締役8名のうち、3名を社外取締役、監査役3名のうち3名全員を社外監査役としております。

当社がこのような体制を採用している理由は、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら
決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の業務執行を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、
現状の体制を構築しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の招集通知については、会社法により株主総会開催の2週間前までに発送する
ように定められておりますが、株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招
集通知の発送早期化に努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は12月決算であり、3月に定時株主総会を開催しております。集中日を回避した株主
総会日程を設定し、より多くの株主の皆様が出席しやすいよう努めてまいります。



電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後、検討すべき事項と考えております。

招集通知（要約）の英文での提供 今後、検討すべき事項と考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページ上において「ディスクロージャーポリシー」を公表しておりま
す。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家向け説明会を開催し、当社の概要、成長戦略、業績等について説
明しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社の概要、成長戦略、業績等についての説明会を年に2回以上開催する予
定です。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ内にIR ページを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説

明会資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室が担当部署となっております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では、情報開示に係る基本方針、開示項目及び開示手続等を定め、株主、投資家を
はじめとする全てのステークホルダーに対し、適時、適切な情報開示を実現することを目的
として情報開示規程を定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

子供達の未来を応援するために、スポーツひのまるキッズ年間サポーターとして、スポーツ
ひのまるキッズを応援しております。

1人でも多くの子供たちの未来のために、寄付や2年に1回のチャリティーバザーを通じて、
社会福祉法人 青少年福祉センターを応援しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、ステークホルダーに対する積極的な情報開示が重要であると認識しており、当社
ホームページや決算説明会等を通じて、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を
行う方針であります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、株式会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本方針を、取締役会において次のとおり決議しておりま
す。

(ａ)　当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)の役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ)　当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するため、取締役会において「コ
ンプライアンス規程」を制定すると共に、当社グループ内に周知・徹底し、取締役及び使用人がこれを遵守する。

(ⅱ)　当社は、当社グループのコンプライアンス体制の実効性を高めるため、コンプライアンス委員会が年度ごとに規程類の整備や教育・研修等を
計画的に実施するよう「コンプライアンス・プログラム」を制定の上、取締役会で決定し、コンプライアンス管理体制の整備を継続的に推進する。

(ⅲ)　当社は、当社グループの取締役及び使用人による法令等の違反を早期に発見し、是正することを目的として内部通報制度を整備し、これを
適切に運営する。

(ｂ)　当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(ⅰ)　取締役の職務の遂行に係る情報については、法令を始め「情報管理規程」及び「文書管理規程」に基づき、適切な保存及び管理を行う。

(ⅱ)　取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できる体制とする。



(ｃ)　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ)　当社は、「リスク管理規程」を制定し、当社グループの事業活動において想定される各種リスクに対応するリスク所管責任者がリスク管理責
任者とともに各リスクについて、網羅的、体系的な管理を行う。

(ⅱ)　当社は、リスク管理委員会を設置し、当社グループの事業活動における各種リスクの回避、軽減等を講じる体制を強化する。

(ⅲ)　当社グループは、事故などが発生した場合の報告体制及び緊急時対応体制を構築し、適切かつ迅速に対処する。

(ｄ)　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、中期計画と年間計画を策定し、それに基づいた各部門運営及び予実管理を
行う。

(ⅱ)　各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、「組織管理規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等を制定し、取締役の職務・権限・
責任を明確にするほか、これらの規程に則った適切な権限委譲を行う。

(ⅲ)　取締役の情報の共有化及び意思決定の迅速化を図るために、定時取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催す
る。

(ｅ)　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(ⅰ)　当社グループの業務の適正を確保するため、中期事業方針及び年度計画を策定する。

(ⅱ)　当社グループにおけるリスク管理体制を有効に機能させるため、「関係会社管理規程」及び「リスク管理規程」並びに「トラブル防止要領」を定
め、これらの規程に則った適切な管理を行う。

(ⅲ)　子会社における取締役の職務執行状況を把握するため、子会社管理に係る事項を「関係会社管理規程」として定め、この規程に則った子会
社の適切な管理及び運営を行う。

(ｆ)　財務報告の信頼性を確保するための体制

(ⅰ)　信頼性のある財務報告の作成及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制の
整備及び運用状況の評価に関する計画書を定め、内部統制が有効に機能するための体制の構築に取組む。

(ⅱ)　財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整
備及び運用を行う。

(ⅲ)　財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うととも
に、関係法令との適合性を確保する。

(ｇ)　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独
立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(ⅰ)　当社は、監査役から監査業務遂行補助のため使用人の設置等につき求めがあった場合には、その求めに応じ適切な体制を講じる。

(ⅱ)　上記ⅰの使用人を置く場合には、当該使用人の取締役からの独立性を確保するために、その人事評価及び異動については、監査役の同意
を必要とする。

(ⅲ)　上記ⅰの使用人を置く場合には、当該使用人は、専ら監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助するものとする。

(ｈ)　当社グループの取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告をするための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制等に係る事項

(ⅰ)　当社グループの取締役及び使用人は、当社若しくは子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実や、不正の行為又は法令・定款に違反す
る重大な事実を発見したときには、「内部通報規程」、「トラブル防止要領」に則り当該事実を監査役に報告する。

(ⅱ)　当社グループの取締役及び使用人は、その業務執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該業務執行の内容を報
告する。

(ⅲ)　当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為を発見したときには、当社監査役のほか内部通報窓口に報告する。コンプライア
ンス室は、監査役へ内部通報の受付及び対応状況を定期的に報告する。なお、経営に与える影響等を考慮のうえ必要と判断したときや監査役が
求めた場合には、速やかに報告する。

(ⅳ)　当社グループの取締役及び使用人が、内部通報窓口及び監査役に報告したことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するた
め、「内部通報規程」に不利益な取扱いの禁止を定めたほか、通報窓口に通報窓口代行会社を設ける。

(ｉ)　当社監査役の職務の執行について生ずる費用の負担に係る事項

当社は毎期、監査役の要請に基づき、監査役が職務を執行するために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用の発生が
見込まれるため、監査役が追加の予算措置を求めた場合は、それが当該職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、当社は予算措置
を講じる。

(ｊ)　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)　代表取締役は、監査役との定期的な意見交換を行う機会を確保することにより、監査役の監査の実効性を向上させる。

(ⅱ)　内部監査室は、監査役と定期的な情報交換を行うなど緊密な連携を保ち、監査役が監査役監査に関して協力を求めるときには、監査役が
実効的な監査を行うことができるよう努める。

(ⅲ)　監査役は、会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査の実効性を高める。

(ⅳ)　監査役が実効的な監査業務のために必要と判断した場合には、弁護士等専門家の意見を聴取する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、当社グループ全体の基本方針として、「反社会的勢力との係わりを一切持たない」、「いかなる
名目の利益供与を行わない」、「反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は、一切行わず、必要に応じて法的対応を行う」、「反社会的勢力に
対しては、外部専門機関と連携すると同時に、組織として対応する」等を定め、適切に対処する。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模試図を参考資料として添付しております。




